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1．施設経営法人 

（1）法 人 名  社会福祉法人 駿 河 会 

（2）法人所在地  静岡県静岡市葵区富沢 1542 番地の 39 

（3）電話番号   054-270-1210 

（4）代表者氏名  理事長 小 嶋 き み 子 

（5）設立年月日  昭和 63 年 4 月 1日 

 

2．ご利用施設 

（1）施設の種類  指定介護老人福祉施設 

（2）介護保険事業所番号  2274100219 

（3）施設の目的  指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、入居者が相互に社会的

関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することを目的として、

入居者に必要な居室および共同施設等をご利用いただき、介護福祉施設

サービスを提供します。 

この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必

要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いた

だけます。 

（4）施設の名称  特別養護老人ホーム 晃 の 園 

（5）施設の所在地 静岡県静岡市葵区富沢 1542 番地の 39 

（6）電話番号   054-270-1210 

（7）施設長氏名  花 井 節 子 

（8）開設年月   平成 12 年 4 月 1日 

（9）入所定員   150 名 

 

3．居室の概況 

 当施設では、以下の居室・設備をご用意しています。 

 

《楪・新樹》 

居室・設備の種類 室   数 面 積（1室） 備   考 

個室（1人部屋） 6 室 9.8 ㎡  

2 名 部 屋 5 室 17.65 ㎡  

4 名 部 屋 21 室 34.42 ㎡  

食     堂 9 室   

機 能 訓 練 室 2 室   

浴     室 6 室  特殊浴槽、リフト浴 

 

医  務  室 1 室   

 

 

《清響》 

居室・設備の種類 室   数 面 積（1室） 備   考 

個室(1 人部屋) 62 室 13.3 ㎡以上 平均 13.7 ㎡ 

食    堂 7 室   

浴    室 7 室   

 ※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設で義務づけら 

  れている施設・設備です。 
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4．職員の配置状況 

  

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下 

の員数以上の職員を配置しています。 

  ［主な職員の配置状況］職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

（１）施設長（管理者）  1名 
（２）医師   1名 
（３）生活相談員   3名 
（４）介護職員  53名 
（５）看護職員   4名 
（６）機能訓練指導員 1.7名 
（７）（管理）栄養士  1名 
（８）介護支援専門員  2名 

 
 
  ［主な職種の勤務体制］ 

職   種 勤  務  体  制 

1 医   師 毎週水曜日 15：00～17：00 

2 介 護 職 員 

標準的な時間帯        

早朝： 7：00～16：00 

日中： 8：30～17：30 

12：00～21：00 

夜間：21：00～ 9：00 

3 看 護 師 
標準的な時間帯 

日中： 8：30～17：30 

 

4．機能訓練指導員 
標準的な時間帯 

日中： 8：30～17：30 

 

   ＊土日は上記と異なります。 

 

5．当施設が提供するサービスと利用料金 

 

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、 

 （1） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（2）  利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（1）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 3条参照） 

 〔サービスの概要〕 

  ① 入浴 

   ・入浴又は清拭を週 2回以上行います。 

   ・身体の状況に合わせて、寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができ

ます。 

  ② 排泄 

   ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

  ③ 機能訓練 

   ・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必

要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

④ 健康管理 

   ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

  ⑤ その他自立への支援 

   ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

   ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 
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    ⑥  食事 

      ・ご利用者の心身等の状況に応じて、適切な援助を行います。 

      ・自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としてい

ます。 

 

〔サービス利用料金＜1日あたり＞〕（契約書第 7条参照） 

  下記の基本料金表により算出されたサービス利用料金の 1割をお支払い下さい。 

 基本料金（1日分） 

《楪・新樹》多床室 

 平成 12 年 4 月 1 日 

以降に入所 

平成 12 年 3 月 31 日 

以前から入所中(旧措置者) 

要介護度 1 639 単位 639 単位 

要介護度 2 710 単位 

要介護度 3 780 単位 
749 単位 

要介護度 4 851 単位 

要介護度 5 921 単位 
886 単位 

 

新樹の 1人部屋は、施設基準上多床室となります。 

《清響》ユニット型個室 

 平成 12 年 4 月 1 日 

以降に入所 

平成 12 年 3 月 31 日 

以前から入所中(旧措置者) 

要介護度 1 657 単位 657 単位 

要介護度 2 728 単位 

要介護度 3 798 単位 
757 単位 

要介護度 4 869 単位 

要介護度 5 929 単位 
894 単位 

 

＊サービス利用料金は、所定の単位に 10.12 円を乗じて得た額です。 

＊この他、「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準」（厚生省告示第 21号）に規
定される指定介護福祉施設サービスを受けた場合は、ー定の料金を負担していただきます。 

 

 

 

○入院又は外泊時の費用 

要介護状態区分にかかわらず、入院や外泊をした場合は、1 ヶ月に 6 日間を限度として所定

単位数に代えて 1日につき 320 単位を算定します。また、月をまたがる場合は最大で連続 12

日間を上限とします。 
 

○初期加算費用 

施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から 30 日間に限り 1

日につき 30 単位を加算します。また、30 日を超える入院後に施設での生活を再開した場合

も同様とします。 
 

○（管理）栄養士配置加算費用 

常勤の（管理）栄養士を配置し、入居者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供を行います。1日につき 12 単位を加算します。 
 

○栄養マネジメント加算費用 

常勤の管理栄養士を中心に関連職種が共同して、入居者ごとに栄養状態を踏まえた栄養ケア

計画を作成し、栄養ケアを実施します。1日につき 12 単位を加算します。 

 

○重度化対応加算費用 

看護職員との連携により 24 時間の連絡体制を確保し、健康上の管理等を行います。また、看

取りに関する指針を定め、その体制を確保します。1日につき 10 単位を加算します。 
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○個別機能訓練加算費用 

専従の機能訓練指導員を中心に、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づ

き，計画的に機能訓練を行ないます。1日につき 12 単位を加算します。 
 

○看取り介護加算費用 

利用者が、施設が定める看取り関する指針に従って亡くなられた場合、死亡日以前 30 日を上

限として以下の単位を加算します。 

施設内もしくは在宅で亡くなられた場合：1日につき 160 単位 

他の介護保険施設もしくは医療機関で亡くなられた場合：1日につき 80 単位 
 

○退所時相談援助加算費用 

施設が契約書第 21 条に定める援助を行う場合、円滑な退所に係る費用を算定することができ

ます。援助内容によって 400～920 単位を加算します。 
 

○準ユニットケア加算費用 

楪および新樹の入居者について、準ユニットケア加算として 1 日 5 単位を加算します（一部

のユニットを除く）。 
 

 

（2）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 4条、第 7条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 
 

〔サービスの概要と利用料金〕 

①食費  1,380 円/日 

ご負担いただく金額は下表のとおりです。 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第 1段階 300 円/日 

第 2段階 390 円/日 

第 3段階 650 円/日 

第 4段階 1,380 円/日 

但し、平成 12 年 3 月 31 日以前からホームに入所しているご利用者については、

所得の状況等に応じて負担が軽減されることがあります。 

個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費負担となり、

上記金額に含まれません。 
 

② 居住費 

楪・新樹（多床室） 320 円/日 

ご負担いただく金額は下表のとおりです。 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第 1段階 0 円/日 

第 2段階 320 円/日 

第 3段階 320 円/日 

第 4段階 320 円/日 

但し、平成 12 年 3 月 31 日以前からホームに入所しているご利用者については、所得

の状況等に応じて負担が軽減されることがあります。 
 

清響（ユニット型個室） 1,970 円/日 

ご負担いただく金額は下表のとおりです。 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第 1段階 820 円/日 

第 2段階 820 円/日 

第 3段階 1,640 円/日 

第 4段階 1,970 円/日 

ご負担いただく金額と、居住費の差額は、介護保険からの補足給付により支払われます。 

○各居室の電気料金やカーテンリース代等については実費となります。 
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③ 日常生活上必要となる諸費用実費 

 

理髪（実費） 

ご契約者のご希望により、理美容師の出張による理髪をご利用いただけます。 

 

貴重品の管理（1,000 円/月） 

ご契約者のご希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は

以下の通りです。 

○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届けた印鑑、有価証券、年

金証書など 

○保管管理者：施設長 

○出納方法：手続きの概要は以下の通りです。 

・ 預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、書類により保管管理者へ提出

していただきます。 

・ 保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行

ないます。 

・ 保管管理者は入出金の都度、入出金記録を作成しその写しを契約者へ交付

します。 

 

レクリエーション等（実費） 

ご契約者の希望によりレクリエーション等に参加していただくことができます。 

 

その他の日常生活上必要となる諸費用（実費） 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担

いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

 

④ 特別な食事（実費） 

ご契約者のご希望に基づいて特別に用意する食事・外食等にかかった費用 

 

 

 

利用料金のお支払い方法（契約書第 7条参照） 

  料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月 18 日(休日の場合は翌日）

に、金融機関の預金口座からの自動引き落としによりお支払いください。 

           ご利用できる金融機関：しずおか信用金庫 

 

 

 

入所中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関に於いて診察

や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での診察・入院治療を保

証するものではありません。また、下記医療機関での診察・入院治療を義務づける

ものでもありません。） 

 

○協力医療機関 

 医療機関の名称  静岡リハビリテーション病院 

 所在地  静岡市葵区富沢 1405 

 

 診療科  内科・外科・整形外科・リハビリテーション科 
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6 施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約での契約が終了する期日は特に定めていません。したがつて、以下のよ

うな事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事

項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご利用者に退所していただき

ます。（契約書第 17 条参照） 

 ① 要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

 ② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した

場合 

 ③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった

場合 

 ④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 ⑤ ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい） 

 ⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下を参照下さい） 

 

（1）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）(契約書第 18 条、第 19 条参照) 

契約の有効期間であっても、ご契約者からの当施設からの退所を申し出ることができま

す。その場合には、退所を希望する日の 7日前までに解約届出書をご提出ください。ただ

し、以下の場合には、即時に解約・解除し、施設を退所することができます。 

 ① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

 ② 施設の運営規程の変更に同意できない場合 

 ③ ご利用者が入院された場合 

 ④ 事業者若しくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービ

スを実施しない場合 

 ⑤ 事業者もしくはサービス従業者が守秘義務に違反した場合 

 ⑥ 事業者もしくはサービス従業者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等

を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められ

る場合 

 ⑦ 他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れが

ある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合 

 

（2）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除)(契約書第 19 条参照) 

  以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

 ① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じ

させた場合 

 ② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが 6 か月以上遅延し、相当期間を定めた

催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

 ③  ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけた場合 

 ④ ご利用者が連続して 90 日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合 

 ⑤ ご利用者が介護老人保健施設に入所した場合若しくは介護療養型医療施設に入院した

場合 

 

（3）円滑な退所のための援助 

ご利用者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご利用者の心

身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助をご契約者に対

して速やかに行ないます。 
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7 身元引受人 

契約締結に当たり、身元引受人をお願いすることがあります。但し、社会通念上、契約者

に身元引受人を立てることができない相当な理由が認められる場合は、その限りではありま

せん。 

（1）身元引受人の責任 

身元引受人は、この契約に基づく契約者の事業者にたいする一切の債務について、契約者

と連帯して履行の責任をおいます。 

（2）身元引受人の前項以外の責任 

  ① 利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力するこ

と。 

  ② 契約の中途解約又は契約解除の場合、契約者と連帯して利用者の状態に見合った適

切な受け入れ先の確保に努めること。 

  ③ 利用者が死亡した場合、遺体及び所持品（残置物）の処理その他必要な措置。 

     また、引き渡しに係る費用については、ご契約者又は身元引受人にご負担いただき

ます。 

 

 

8 緊急時等の対応 

施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに利用者に病状の変更が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ施設が定めた協力医

療機関 静岡リハビリテーション病院への連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

 

 

9 事故発生時の対応 

利用者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は速やかに

保険者、利用者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。利用者に対する指定

介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やか

に行います。 

 

 

10 苦情の受け付けについて（契約書第 26 条参照） 

（1）当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

    ○苦情受付窓口（担当者） 

        〔相談員〕佐野雄基 後藤 仁 

    ○受付時間       毎週月曜日から金曜日 

                9 時 00 分から 17 時 00 分 

 

（2）行政機関その他苦情受付機関 

静岡市介護保険課 

 所在地  静岡市葵区追手町 5－1 

 電 話  054－221－1292 

 受付時間 8：30～17：00 

国民健康保険団体連合会 

（事業部 介護保険課） 

 所在地  静岡市葵区春日 2丁目 4－34 

 電 話  054－253－5590 

 受付時間 8：30～17：15 

 

静岡市社会福祉協議会 

 所在地  静岡市葵区城内町 1－1 

 電 話  054－254－5213 

 受付時間 8：30～17：00 
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                         平成  年  月  日 

 

 

 指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

 

 指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム  晃 の 園 

 

 説明者         氏 名                      印 

 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護老人福祉施設サービ

スの提供開始に同意しました。 

 

 契約者住所 

 

             氏 名              印 

 

 

 身元引受人住所 

 

             氏 名              印 
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